


【国保】 
 

F-66 アレンドロン酸ナトリウム錠（ボナロン錠等）（骨粗鬆症の予防） 

 

《令和 6 年 6 月 6 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、副腎皮質ホルモン剤（ステロイド剤）長期投与による骨粗

鬆症の予防を目的とするアレンドロン酸ナトリウム錠（ボナロン錠等）の

投与は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 日本骨代謝学会ガイドラインより、ステロイド性骨粗鬆症の予防として

アレンドロン酸ナトリウム錠（ボナロン錠等）の投与が示されているが、

添付文書の効能・効果に関する使用上の注意には「骨粗鬆症との診断が確

定している患者を対象とすること。」とされていることから、予防による

投与については認められないと整理した。 

 


